
「関与先の会社が金融円滑化法の適用を受けている」

「社長から資金繰りの相談を受けてしヽる…」

「事業を立て直すには、どんな方法があるのか ?」

。。・ としヽった税理土事務所の先生方・ スタッフ様

「◆後はリスケジュールは受けられないの ?」

「取ヨ1先や地域経済への悪影響が不安…」

「知識として事業再生の方法を矢□っておきたい」

。・・ といった中小企業の経営者様

弁護士法人

Nigata Dttichi Law Odce

(新潟県弁護土会所属)

新潟市中央区新光町ЧO-2
技術土センタービル 7,皆

【お Fロロ合せ・ お申込先】

てはまる方は、是非どうぞ !
電話 025-280-1111

ミニ・ セミナーのご案内

税 理 士 の先生方にお勧め !

「金融円滑化法終了後の対応法」

拝啓 秋冷の候、皆様方におかれま しては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

◆回は、いよいよ来年 3月 末で最終期限を迎える「中小企業金融円滑イヒ法」終了後における対

応法をテーマとして、経営状態の厳 しい中小企

め、事業再生の方法等について、その枠組みを大づかみで解説いた します (11月 と 12月は同

一内容です。)。 講師は、数多くの中小企業の倒産案件に取り組み、この分野に力を入れている当

事務所の◆井慶貴弁護上です。対象は、関与先企業様へのア ドバイスを求められる税理土事務所

の先生方・ スタッフ様をはじめ、このテーマに関心のある中小企業経営者の皆様です 。

ご希望の方は、本用紙に所定事項をご記入の上、①については11/19(月 )まで、②につ

いては12/8(金 )までにFAXに てお申込み下さい (それぞれ先者20筈様限定)。  敬具

FAX(025)280-1552 【金融円滑化法終了後の対応法セミナー申込用紙】

平成 24年 10月吉日

匝来斤潟第一法律事務所

駕青 B雨〉 弁 護 土 ◆ 井  慶 貴 (当事務所 副理事長 新潟事務所所属 )

〈日 時〉 平成24年 11月 21日 (水)午 後 3時～4時 30分

② 平成24年 12月 11日 (火)午 後3時～4時 30分

く会 場〉

〈参加費〉

*特典 1:

技術士センタービル I-81Ⅲ由
し B会議窒

新潟市中央区新光町10-2(県 庁近く)*駐車場あり

2, OOO円 (税込み)*当 日、会場にて申し受けます。

お二人ロダ〕`らは1,OOO円  *特典2:無料相談券をプレゼント中。

□ 11月 21日 の回に参加 します  □ 12月 11日 の回に参加 します

事業所名 。

参加者氏篭

住   所
(〒 )

質問事項

FAX電  話

♪ ミニ・セミナーのご案内について ♪ 〔◆後も案内を送つてよしl ・ ◆後の案内lよ 不要 ]




